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(57)【要約】
　調製された、かつ、まだ完全に硬化されていない状態で安定した特性を有する少なくと
も１つの水硬性及び／又は潜在水硬性のバインダーをベースとする乾燥モルタル混合物が
特許請求される。新規の乾燥モルタル混合物は、それが少なくとも分散剤の代表物質及び
超吸収特性を有する化合物を含有することを特徴としている。この混合物を用いて、水平
適用のための公知のタイル接着剤の利点を垂直の適用手段にも当てはめることが可能であ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　調製された、かつ、まだ完全に硬化されていない状態で安定した特性（ＤＩＮ ＥＮ １
３０８に従って測定した安定した特性、ＤＩＮ ＥＮ １０１５－３に従って測定した１８
ｃｍ未満のＨａｅｎｇｅｒｍａｎｎスランプを伴う）を有する少なくとも１つの水硬性バ
インダー及び／又は潜在水硬性バインダーをベースとする乾燥モルタル混合物において、
該乾燥モルタル混合物が、該乾燥モルタル混合物の全組成を基準として０．０１～５．０
質量％の量で分散剤（ａ）の少なくとも１つの代表物質、及び超吸収特性を有する少なく
とも１つの化合物（ｂ）を含有することを特徴とする、乾燥モルタル混合物。
【請求項２】
　更なる成分（ｃ）として疎水化剤を含有することを特徴とする、請求項１記載の乾燥モ
ルタル混合物。
【請求項３】
　水硬性バインダーとして、セメント、特に、ＣＥＭ、Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ及びＶの
群から選択された少なくとも１つのポルトランドセメント、白色セメント、生石灰並びに
アルミナセメントの群から選択された少なくとも１つの代表物質を、前記乾燥モルタル混
合物の全組成を基準として、好ましくは３質量％～５０質量％の割合で含有することを特
徴とする、請求項１又は２記載の乾燥モルタル混合物。
【請求項４】
　潜在水硬性バインダーとして、フライアッシュ、高炉スラグ、メタカオリン、マイクロ
シリカ、トラス粉、アルミノケイ酸塩、凝灰岩、フォノライト、ケイ藻土及びオイルシェ
ールの群から選択された少なくとも１つの代表物質を、前記乾燥モルタル混合物の全組成
を基準として、好ましくは５質量％～５０質量％の割合で含有することを特徴とする、請
求項１から３までのいずれか１項記載の乾燥モルタル混合物。
【請求項５】
　アグリゲートとして、平均粒径５ｍｍまで、好ましくは０．５～３ｍｍ、とりわけ有利
には１．０～２．０ｍｍを有する骨材を、前記乾燥モルタル混合物の全組成を基準として
、特に５質量％～８５質量％の割合で含有することを特徴とする、請求項１から４までの
いずれか１項記載の乾燥モルタル混合物。
【請求項６】
　前記アグリゲートが、ケイ酸塩砂、ケイ酸塩粉、石灰石粉、石灰石砕砂、白亜、苦灰石
、菱苦土石の形態の炭酸塩及びそれらより成る混合物であることを特徴とする、請求項１
から５までのいずれか１項記載の乾燥モルタル混合物。
【請求項７】
　前記疎水化剤を、前記乾燥モルタル混合物の全組成を基準として、０．１～０．６質量
％の量で、好ましくは０．２～０．４質量％の量で、特に０．２～０．３質量％の量で含
有することを特徴とする、請求項１から６までのいずれか１項記載の乾燥モルタル混合物
。
【請求項８】
　前記（ａ）＋（ｂ）の組合せ物における量比（ａ）：（ｂ）が、１：０．５～５である
ことを特徴とする、請求項１から７までのいずれか１項に記載の乾燥モルタル混合物。
【請求項９】
　前記（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）の組合せ物における量比（ａ）：（ｂ）：（ｃ）が、１：
０．５～５：２～６であることを特徴とする、請求項１から８までのいずれか１項に記載
の乾燥モルタル混合物。
【請求項１０】
　前記（ａ）＋（ｃ）の組合せ物を、それぞれ前記乾燥モルタル混合物の全組成を基準と
して、０．２０～０．８質量％の割合で、有利には０．２５～０．４５質量％の割合で、
とりわけ有利には０．２５～０．３５質量％の割合で含有することを特徴とする、請求項
１から９までのいずれか１項記載の乾燥モルタル混合物。
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【請求項１１】
　前記（ｂ）＋（ｃ）の組合せ物を、それぞれ前記乾燥モルタル混合物の全組成を基準と
して、０．３～１．０質量％の割合で、有利には０．３～０．８質量％の割合で、とりわ
け有利には０．３５～０．６質量％の割合で含有することを特徴とする、請求項１から１
０までのいずれか１項記載の乾燥モルタル混合物。
【請求項１２】
　前記（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）の組合せ物を、それぞれ前記乾燥モルタル混合物の全組成
を基準として、０．４～１．０質量％の割合で、有利には０．４～０．８質量％の割合で
、とりわけ有利には０．５～０．７質量％の割合で含有することを特徴とする、請求項１
から１１までのいずれか１項記載の乾燥モルタル混合物。
【請求項１３】
　分散剤（ａ）として、ポリエーテル側鎖を有する分岐状の櫛形ポリマーを含有する一連
の化合物、ナフタレンスルホン酸塩ホルムアルデヒド縮合物系（"ＢＮＳ"）及びメラミン
スルホン酸塩ホルムアルデヒド縮合物系（"ＭＦＳ"）を含有することを特徴とする、請求
項１から１２までのいずれか１項記載の乾燥モルタル混合物。
【請求項１４】
　分散剤（ａ）として、
（Ｉ）芳香族化合物又はヘテロ芳香族化合物及びポリエーテル側鎖を有する少なくとも１
つの構造単位及び
（ＩＩ）芳香族化合物又はヘテロ芳香族化合物を有する少なくとも１つのリン酸塩処理さ
れた構造単位及び
（ＩＩＩ）芳香族化合又はヘテロ芳香族化合物を有する少なくとも１つの構造単位
を含有する重縮合生成物を含有することを特徴とし、その際、該構造単位（ＩＩ）と該構
造単位（ＩＩＩ）は、該構造単位（ＩＩ）のＯＰ（ＯＨ）2基が該構造単位（ＩＩＩ）中
でＨに置き換えられていること、かつ、構造単位（ＩＩＩ）が構造単位（Ｉ）と同じでは
ということによってもっぱら異なる、請求項１から１３までのいずれか１項記載の乾燥モ
ルタル混合物。
【請求項１５】
　前記分散剤代表物質の混合物を含有することを特徴とする、請求項１３又は１４記載の
乾燥モルタル混合物。
【請求項１６】
　成分（ｂ）として、０～５０モル％、有利には５～３０モル％のモノマー成分の２－ア
クリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸（"ＡＭＰＳ"）の割合を有する少なくとも
１つの化合物を含有することを特徴とする、請求項１から１５までのいずれか１項記載の
乾燥モルタル混合物。
【請求項１７】
　前記成分（ｂ）が、アニオン特性及び／又はカチオン特性を有する超吸収性ポリマー（
"ＳＡＰ"）であることを特徴とする、請求項１から１６までのいずれか１項記載の乾燥モ
ルタル混合物。
【請求項１８】
　前記成分（ｂ）が、アニオン性モノマーとして、エチレン性不飽和の、水不溶性のカル
ボキシル酸及びその誘導体及び／又はエチレン性不飽和スルホン酸モノマーの群から選択
された少なくとも１つの代表物質を含有することを特徴とする、請求項１７記載の乾燥モ
ルタル混合物。
【請求項１９】
　前記エチレン性不飽和カルボン酸又は前記無水カルボン酸モノマーが、アクリル酸、メ
タクリル酸、エタクリル酸、α－クロロアクリル酸、α－シアノアクリル酸、β－メチル
アクリル酸（クロトン酸）、α－フェニルアクリル酸、β－アクリルオキシプロピオン酸
、ソルビン酸、α－クロロソルビン酸、２'－メチルイソクロトン酸、ケイ皮酸、ｐ－ク
ロロケイ皮酸、β－ステアリン酸、イタコン酸、シトラコン酸、メサコン酸、グルタコン
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酸、アコニット酸、マレイン酸、フマル酸、トリカルボキシエチレン及び無水マレイン酸
であり、かつ、前記エチレン性不飽和スルホン酸モノマーが、脂肪族又は芳香族のビニル
スルホン酸又はアクリルスルホン酸若しくはメタクリルスルホン酸であり、好ましくはビ
ニルスルホン酸、アリルスルホン酸、ビニルトルエンスルホン酸又はスチレンスルホン酸
であることを特徴とする、請求項１８記載の乾燥モルタル混合物。
【請求項２０】
　前記カチオン性モノマーが、永久カチオン電荷を有するモノマーであり、特に、［３－
（アクリロイルアミノ）－プロピル］－トリメチルアンモニウム塩及び／又は［３－（メ
タクリロイルアミノ）－プロピル］－トリメチルアンモニウム塩であり、有利にはそのハ
ロゲン化物、硫酸塩又はメトサルフェートであることを特徴とする、請求項１６から１９
までのいずれか１項記載の乾燥モルタル混合物。
【請求項２１】
　疎水化剤（ｃ）として、脂肪酸誘導体の少なくとも１つの代表物質、特に、ラウリン酸
及び／又はオレイン酸のＣ1-14－アルキルエステル及びＣ1-14－アルキルアリールエステ
ル、ラウリン酸及び／又はオレイン酸のモノグリコールエステル及び／又はジグリコール
エステル、グリセリンとラウリン酸及び／又はオレイン酸とのモノ脂肪酸エステル、ジ脂
肪酸エステル及びトリ脂肪酸エステル、脂肪酸の金属塩、及びとりわけ有利にはステアリ
ン酸亜鉛及び／又はオレイン酸ナトリウムを含有することを特徴とする、請求項１から２
０までのいずれか１項記載の乾燥モルタル混合物。
【請求項２２】
　タイル接着剤、補修用モルタル、目地モルタル、下塗り又はその構成成分として、複合
断熱システム（"ＷＤＶＳ"）用の接着モルタル及び／又は補強用モルタルとしての、請求
項１から２１までのいずれか１項記載の乾燥モルタル混合物の使用。
【請求項２３】
　補修用モルタル、目地モルタル、下塗り又は複合断熱システムとの関連における適用に
際して、前記乾燥モルタル混合物が、成分（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）の組合せ物を含有する
ことを特徴とする、請求項２２記載の使用。
【請求項２４】
　タイル接着としての適用に際して、前記乾燥モルタル混合物が、成分（ａ）＋（ｂ）の
組合せ物を含有することを特徴とする、請求項２２記載の使用。
【請求項２５】
　屋外領域での請求項２２から２４までのいずれか１項記載の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乾燥モルタル混合物及びその使用に関する。
【０００２】
　"Ｒ．Ｂａｙｅｒ，Ｈ．Ｌｕｔｚ，Ｄｅｙ Ｍｏｒｔａｒｓ，Ｕｌｌｍａｎｎ'ｓ Ｅｎｃ
ｙｃｌｏｐｅｄｉａ ｏｆ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，６ｔｈ ｅｄ．，
ｖｏｌ．１１，Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ，Ｗｅｉｎｈｅｉｍ，（２００３），８３－１０８"
には、乾燥モルタルの使用及び組成について概観されている。乾燥モルタルは、バインダ
ー、骨材及び種々の添加剤から成る。
【０００３】
　組成に応じて、乾燥モルタルは、例えばグラウトモルタル、セルフレベリング系サーフ
ェーサー、スクリード、流動スクリード、タイル接着剤、目地モルタル、下塗り、複合断
熱システム（ＷＤＶＳ）用の接着モルタル及び補強用モルタルとして又は補修用モルタル
として使用される。乾燥モルタルは、屋内適用にも屋外適用にも使用されることができる
。後者の適用には、例えば、既に挙げたＷＤＶＳ用の接着モルタル及び補強用モルタル、
下塗り及び補修用モルタルが含められる。このような乾燥モルタルは、その硬化後に環境
と直接的に接触し、そのため気候に直接曝される。それゆえ、このような系には、屋内適



(5) JP 2013-510786 A 2013.3.28

10

20

30

40

50

用のための製品より高い要求も課せられている。なかでも雨や濃縮された大気湿分は、屋
外領域における乾燥モルタルに激しく加わることから、その寿命に悪影響を及ぼす可能性
がある。当業者は、この関連において、かつ、これらのマイナスの作用を緩和するために
、添加剤として疎水化剤を用いようとする。
【０００４】
　殊にタイル接着剤及び更なる幾つかの適用領域における、現代の乾燥モルタル混合物に
課せられる要求は、その特性に関して、まだ完全に硬化されていない状態（耐滑り性及び
保水性といった流動学的な加工特性）のみならず、完全に硬化された状態（様々な基材上
での耐摩耗性、曲げ強度、接着引張強度）においても非常に高い。これらの特性は、上記
の"Ｒ．Ｂａｙｅｒ"の項目に記載されているように、乾燥混合物の分野で公知の添加剤、
例えば多糖（例えばセルロースエーテル）及び再分散性ポリマー粉末をベースとする保水
剤によって改善される。
【０００５】
　流動性の乾燥モルタル混合物中では、いわゆる流動化剤又は分散剤が、モルタルの流動
性を改善するために使用される。分散剤によって、無機バインダー及びフィラーが分散さ
れることから、低い含水量ですら非常に良好な流動性が得られる。それに対して、安定し
た乾燥モルタル、例えばタイル接着剤、目地モルタル、下塗り、複合断熱システム（ＷＤ
ＶＳ）用の接着モルタル及び補強用モルタルにおいて、流動化剤の使用は、必要とされる
安定性がもはや得られないことからこれまで定着していなかった。
【０００６】
　いわゆる"接着モルタル"は、例えば独国公開公報ＤＥ１０２００４０３０１２１Ａ１か
ら公知である。"接着モルタル"は、当業者であれば、特にセメント含有の補強用モルタル
等と理解し、これは主成分として無機バインダーをセメントの形態で並びにフィラーを石
英及び／又はカーボネートを含有する原料を含む。上述の公開公報に記載の接着モルタル
は、水硬性バインダー、ポゾラン性及び／又は潜在水硬性の添加剤をベースとする添加物
、フィラー、高分子流動化剤、再分散性ポリマー粉末及び／又はポリマー分散液、保水剤
、並びに促進剤、遅延剤、増粘剤、着色含量、還元剤、ＡＥ剤(Luftporenbildner)及び加
工助剤から成る群から選択されるそれ以外の添加剤から成り、残分として水が記載されて
いる。
【０００７】
　ＤＥ１０２００４０３０１２１Ａは、床適用のために適しており、それゆえモルタルの
安定性について高い要求を課さないタイル接着剤中での分散剤の使用によって、非常に優
れた加工特性、例えば付着挙動、修正可能性及び接着オープンタイムが達成されることを
記載している。そのうえまた、硬化されたモルタルの物理的特性、特にコンクリート下地
上での破壊挙動及び接着引張強度にも良い影響が及ぼされる。さらに、これらの接着モル
タルの場合にはエフロレッセンスが観察されないことから、特にこれは屋外適用において
有利である。
【０００８】
　疎水化剤は、Ｒ．Ｂａｙｅｒの上記記事の第３．２．２章に記載されている。この章で
は、疎水化の２つの原則的な方法も挙げられている。これらは、本質的に脂肪酸の金属塩
、例えばステアリン酸亜鉛及びオレイン酸ナトリウムの使用である。代わりに若しくは補
足的に、或いはまた、疎水性に改質された再分散性粉末も使用可能であり、それは例えば
疎水化されたＶｉｎｎａｐａｓ(R)型粉末である。
【０００９】
　疎水性で水に再分散可能なポリマー粉末は、例えばＷＯ２００６／０６１１３９Ａ１か
ら公知である。それに従って、ポリマー粉末は、酢酸ビニルモノマー単位５０～９０質量
部、炭素原子２～２０個を有するα－分岐モノカルボン酸のビニルエステルのビニルエス
テルモノマー単体５～５０質量部、炭素原子１～１５個を有するアルコールのメタクリル
酸エステルモノマー単位１～３０質量部、炭素原子１０～２０個を有する長鎖モノカルボ
ン酸のビニルエステルモノマー単位４０質量部まで、エチレン単位２０質量部まで並びに
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場合により更なる補助モノマー単位を含有する。
【００１０】
　疎油性及び疎水性に働く混合ポリマーは、ＤＥ１０２００６０２８６６３Ｂ４から公知
である。これらの混合ポリマーは、水性分散液として又は他方で水分散性粉末の形態で存
在してよい。
【００１１】
　同様に疎水性及び水に再分散可能な脂肪酸をベースとする添加剤を、ＤＥ１０３２３２
０５Ａ１が記載する。
【００１２】
　ＤＥ１０２００６０２８６６３に記載されているように、特に脂肪酸の金属塩の場合、
疎水化のための添加は、より不十分な濡れしかもたらさず、そのため加工性はより悪化す
る。さらに、慣用の疎水化剤は洗い落とされる可能性があり、それによって疎水化作用は
、長期にわたって著しく低下する。さらに当業者には、高性能の疎水化剤、例えば純粋な
オレイン酸ナトリウムが、なかでも屋外領域における壁塗り用塗料において亀裂形成を生
じる傾向にあることが公知であるこの理由から、このような疎水化剤は、ステアリン酸金
属塩との混合物として組み合わされる。
【００１３】
　特に、添加剤、例えば再分散性ポリマー粉末及び／又はセルロースエーテルによって、
ポリマー調質されたセメント含有の乾燥混合物が一般に使われているが、しかしながら、
これらの添加剤、特に再分散性ポリマー粉末は、時に高い適用量（６質量％まで）に基づ
き非常に費用が掛かる。
【００１４】
　それゆえ、疎水性に改質された再分散性粉末の使用は、実際上は、コストが高まること
に基づき殆ど定着していない。さらに付け加えられる点は、分散粉末によって建築化学混
合物に採り入れられる重要な特性、例えば強度及び接着引張値が、他の特性、例えば疎水
性と必然的に結び付けられ、そのことによって、配合者に重要な自由度が選び取られる点
である。時に強い疎水化特性に基づき、分散粉末は、疎水化されなかった変形物と比較し
て、より多く配量され、そうして下地に対して必要とされる付着結合力が保証されなけれ
ばならない。これは、付着特性に関して、ＥＰＳ及びＸＰＳタイプのポリスチレンベース
絶縁材の加工に際して特に効力を発揮する。
【００１５】
　建材混合物中での超吸収性ポリマーの使用も同様に公知である。例えば、ＵＳ－Ａ－２
００３１４４３８６には、強度増進の改善のためにセメント含有の建材混合物中で超吸収
体を使用することが記載される。この文献中に開示される、カルシウム含有系、例えばセ
メント含有系における超吸収体の吸水容量若しくは保水容量は、しかしながら、比較的僅
かである。
【００１６】
　公開公報ＤＥ１０２０２０３９Ａ１は、固体の、微細かつヒドロゲルを形成するポリマ
ー並びに水硬性固化建築材料から成る混合物を記載する。ポリマーは、２００μｍより大
きい粒径を有する粒子を２質量％より下の割合で有する。ポリマーは、好ましくは、モノ
エチレン性不飽和Ｃ3～Ｃ25－カルボン酸又はそれらの無水物をモノマーとして含有する
。このようなポリマーの超吸収体の場合の欠点は、セメント含有系において破壊してしま
う特性であり、なぜなら、それらは実質的に純粋なアクリル酸から合成されているからで
ある。
【００１７】
　超吸収性ポリマー（ＳＡＰ）は、通常、水中又は水性塩溶液中で膨潤可能な粉末状コポ
リマーである。特にＳＡＰは、適したエチレン性不飽和ビニル化合物のラジカル重合と、
そのようにして得られたコポリマーの引き続く乾燥によって得られる、架橋した高分子量
のアニオン性高分子電解質又はカチオン性高分子電解質のいずれかである。水又は水系と
接触すると、膨潤及び吸水下でヒドロゲルが形成し、その際、粉末状コポリマーの重さの
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数倍の水を吸収することができる。したがって、"ヒドロゲル"とは、親水性の、一方で、
架橋した水不溶性のポリマーをベースとする、三次元網目構造として存在する水を含有す
るゲルと理解される。
【００１８】
　特に乾燥モルタル中での超吸収体の使用が公知である。そのため、例えばＤＥ１０２０
０７０２７４７０Ａ１には、水硬性バインダーとしてセメント又は石膏をベースとし、Ｓ
ＡＰを含有する乾燥モルタル混合物が記載されている。しかしながら、そこに開示された
乾燥モルタル配合物は、セメント水和及び硬化挙動のために硬化促進剤として高い量のギ
酸カルシウムを必ず含有していなければならない。この理由からまた、比較的高価なモノ
マーの２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸（ＡＭＰＳ）をとりわけ多量
に含有する特定のＳＡＰのみを使用することが可能である。
【００１９】
　上述の従来技術から公知の工業技術は、その経済的側面に関して、特にその生産性に関
して、なお改善の余地がある。一方、なかでも、所望の乾燥混合物は、特に、加工してい
ない状態、或いはまた硬化された状態において良好な生成物特性を示すべきである。
【００２０】
　なかでも、好ましい生成物特性は、ある一定の安定性を有していなければならない（こ
のことは、垂直方向に取り付けられる適用分野の場合に効力を発揮する）、まだ完全には
硬化していないモルタル混合物において所望されている。
【００２１】
　接着モルタルには、セルロースエーテルの形態の保水剤がしばしば加えられ、そのよう
にして加工特性が最適化される。それ以外に、このようなブレンドに、２成分モルタル系
の場合において再分散可能なポリマー粉末又は液状のポリマー分散液が、ある一定の柔軟
性を付与し、それによって、このいわゆる"柔軟モルタル(Flexmoertel)"は、下地への施
与に特に適したものとなり、引き続き、これに堅いセラミック板及び／又は天然石材板が
張られることができる。水平の下地への上述の適用に特に関連して、結合強度及び特に湿
潤接着引張強度がより重要視される。係るタイル接着剤は、薄床用モルタル又は中型床用
モルタルとして施与される。それらは、このために良好な流動性を有していなければなら
ず、そのため増粘剤を含まないか若しくは少量分しか含まない。
【００２２】
　したがって、本発明において、経済的な観点の下で有利に製造することができ、かつ、
特に垂直の適用領域において加工技術的な及び質的な利点を有する、少なくとも１つの水
硬性バインダー及び／又は潜在水硬性バインダーをベースとする新規の乾燥モルタル混合
物を提供するという課題が設定された。
【００２３】
　殊にタイル接着剤及び更なる幾つかの適用分野における、現代の乾燥モルタル混合物に
課せられる要求は、その特性に関して、まだ完全に硬化されていない状態（耐滑り性及び
保水性といった流動学的な加工特性）のみならず、完全に硬化された状態（様々な基材上
での耐摩耗性、曲げ強度、接着引張強度）においても非常に高い。これらの特性は、"Ｒ
．Ｂａｙｅｒ，Ｈ．Ｌｕｔｚ，Ｄｅｙ Ｍｏｒｔａｒｓ，Ｕｌｌｍａｎｎ'ｓ Ｅｎｃｙｃ
ｌｏｐｅｄｉａ ｏｆ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，６ｔｈ ｅｄ．，ｖｏ
ｌ．１１，Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ，Ｗｅｉｎｈｅｉｍ，（２００３），８３－１０８"に記
載される通り、乾燥混合物の分野で公知の添加剤、例えば多糖ベース（例えばセルロース
エーテル）の保水剤及び再分散ポリマー粉末によって改善される。しかしながら、上述の
添加剤、とりわけ分散粉末は、他の乾燥混合物と比較して非常に費用が掛かる。或いはま
た、広げられた乾燥モルタルの量に対する覆われた面の比として定義されている乾燥混合
物の生産性は、ユーザーにとっての更なる利点に基づき（例えば、より少ない乾燥モルタ
ルを保持する必要がある）、経済的な理由から改善の余地がある。固化速度、若しくは乾
燥モルタルの（初期）強度の発生を促す必要性も存在する。これは、好ましい手法で、な
かでも、その良好な効果に基づき、ギ酸カルシウム又はそれに他のカルシウム塩の使用に
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よって行われる。他の公知の固化促進剤、例えばアルカノールアミンは、とりわけ屋内領
域での適用に際して、不快な臭いが発生するという欠点を持つと考えられ、若しくは健康
的にも憂慮すべきものとなる可能性がある。
【００２４】
　技術的な課題として、そこから導き出せることは、適切な措置によって、なかでも、建
材品の品質の低下を被ることなく乾燥モルタルの安定性を高め、かつ、特にＷＤＶＳの適
用分野において十分な疎水性及び耐亀裂性を達成することである。
【００２５】
　課題設定の更なる側面は、水平な面にそれらの適用が制限されているタイル接着剤又は
柔軟モルタルの利点の転用において、垂直の領域における安定した系に当てはめることで
あり、その際、モルタル系は、完全に硬化された状態において欠点を被らない。
【００２６】
　この課題の解決は、高められたＷ／Ｃ値に対する許容範囲を高めるために適した、超吸
収性の、たいてい粉末状のコポリマー（超吸収体）を含有する本発明による乾燥モルタル
混合物の使用によって行われる。その際、超吸収体の高分子化学を、本発明により、水系
、例えば、さらに付加的に分散剤を含有する本発明による水硬性固化系若しくは潜在水硬
性固化系における十分に高い吸水容量が保証されるように適応させた。
【００２７】
　少なくとも１つの水硬性バインダー及び／又は潜在水硬性バインダーをベースとする本
発明による乾燥モルタル混合物は、調製された、かつ、完全に硬化されていない状態で、
ＤＩＮ ＥＮ １３０８に従って突き止められる安定した特性と、＜１８ｃｍのＨａｅｇｅ
ｒｍａｎｎスランプを有し、かつ、これはＤＩＮ ＥＩＮ１０１５に従って測定される。
この乾燥モルタル混合物は、それが該乾燥モルタル混合物の全組成物を基準として０．０
１～５．０質量％の量の分散剤の少なくとも１つの代表物質（ａ）、及び超吸収特性を有
する少なくとも１つの化合物を含有することを特徴としている。
【００２８】
　意想外にも、その際、前述の生成物特性の要求が垂直の加工領域においてすら遵守され
るか又は改善されることができるばかりでなく、そのうえまた、非常に少ない吸水性が観
察され、かつ、疎水性特性のさもなければ減退する作用が生じないことが見出された。そ
れ以外に、完全に硬化された乾燥モルタル混合物の柔軟性を上昇させ、かつ、該混合物の
亀裂成形を著しく低下させることができた。更なる利点は、分散剤を超吸収体と組み合わ
せて使用することにより、増粘剤の計量供給量も減らすことができ、それに分散粉末の量
も明らかに低下させることができる点である。これは特に意想外であり、それというのも
、水平な適用領域における分散剤の使用は、このような乾燥モルタル系の安定性とは本来
相容れず、かつ、加工技術的な特性を通常は悪化させるからである。上記の意想外の効果
及び利点のすべては、分散剤と超吸収体との組合せに明らかに伴うものであり、かつ、意
想外にも、＜１８ｃｍのスランプを有する安定した乾燥モルタル混合物において生じる。
例えばタイル又は天然石材板を敷き詰めるために使用されるような、水平な領域での使用
における分散剤含有タイル接着剤は、通常＞２０ｃｍのスランプを有し、その際、このス
ランプはまたＤＩＮ ＥＮ １０１５－３に従って測定される。
【００２９】
　定義のために、乾燥モルタル混合物は、文献中では乾燥混合物又は乾燥モルタルとも呼
ばれることが強調されるべきである。
【００３０】
　本発明の詳細な説明
　ａ）本発明に従った乾燥モルタル混合物は、更なる成分ｃ）として疎水化剤を含有して
よい。これは、好ましくは、０．１～０．６質量％の量で、とりわけ有利には０．２～０
．４質量％の量で、かつ、特に０．２～０．３質量％の量で、そのつど乾燥モルタル混合
物の全組成物を基準として含有されているべきである。
【００３１】
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　疎水化剤として、一般に、大量に低コストで入手できる脂肪酸の金属塩が適している。
通常、それらは、配合成分として乾燥モルタルの製造に際して添加される。
【００３２】
　疎水化剤の添加によって、完全に硬化された乾燥モルタル中への水の浸入が軽減される
か又は全面的に防止される。それによって寿命が延び、なぜなら、湿分が入り込むと、特
に凍結によって、例えば破片となって損傷をもたらすからである。本発明による適した疎
水化剤は、脂肪酸誘導体、特に、ラウリン酸及び／又はオレイン酸のＣ1-14－アルキルエ
ステル及びＣ1-14－アルキルアリールエステル、ラウリン酸及び／又はオレイン酸のモノ
グリコールエステル及び／又はジグリコールエステル、グリセリンとラウリン酸及び／又
はオレイン酸とのモノ脂肪酸エステル、ジ脂肪酸エステル及びトリ脂肪酸エステル、脂肪
酸の金属塩及びとりわけ有利にはステアリン酸亜鉛及び／又はオレイン酸ナトリウム、そ
れらは混合物としても添加されることができる。同様に考慮に入れられるのは、従来技術
から良く知られている疎水性に改質された再分散性粉末である。これらは、酢酸ビニルモ
ノマー単位、ビニルエステルモノマー単位及び／又はメタクリル酸エステルモノマー単位
をベースに合成されることができる。有利なメタクリル酸エステルモノマー単位は、炭素
原子１～８個を有する非分岐又は分岐アルコールのアクリル酸エステルであり、その際、
とりわけ有利なのは、炭素原子１～８を有する非分枝状又は分枝状アルコールアクリル酸
エステルである。特に適しているのは、メチルアクリレート、ｎ－エチルアクリレート、
ｔ－ブチルアクリレート及び２－エチルヘキシルアクリレートである。有利なビニルモノ
マー単位として、特にビニルラウレートから誘導される、炭素原子１０～２０個を有する
長鎖分岐モノカルボン酸が該当する。最終的に、本発明により、炭素原子２～２０個を有
するα－分岐モノカルボン酸のビニルエステルが有利なものと見なされている。特に、こ
の箇所で挙げられるのは、ビニルピバレート及び炭素原子９～１５個を有するα－分岐モ
ノカルボン酸（バーサチック酸）のビニルエステルである。
【００３３】
　ｂ）セメント含有水硬性バインダーは、セメントの種類に関して特別な制限を受けない
。特にＣＥＭ、Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ及びＶの群から選択されたポルトランドセメント
及び／又はアルミナセメント（ａｌｕｍｉｎｏｕｓ ｃｅｍｅｎｔ）を使用することがで
きる。とりわけ製品の相応する着色付与を担う場合には、白色セメントが適している。上
述のセメントは、単独で又はその混合物として使用されることができる。乾燥モルタル混
合物中でのセメント含有水硬性バインダーの質量割合は、適用に応じて、３～５０質量％
であり、有利なのは、５～４０質量％の質量割合であり、とりわけ有利なのは、１０～３
０質量％の質量割合である。そのうえ、しばしば、付加的な非水硬性バインダーＣａ（Ｏ
Ｈ）2（水酸化カルシウム）が添加され、これは周囲空気中に含まれる二酸化炭素により
固化する。水酸化カルシウムの質量割合は、適用に応じて、１～１５質量％であり、有利
なのは、２質量％～１０質量％の質量割合である。更なる実施形態において、上述のセメ
ントの代わりに又は加えて、ポゾラン性及び又は潜在水硬性バインダーも乾燥モルタル混
合物中に含まれていてよい。ポゾラン性及び又は潜在水硬性添加剤の場合、好ましくは、
フライアッシュ、マイクロシリカ、メタカオリン、トラス粉、アルミノケイ酸塩、凝灰岩
、フォノライト、ケイ藻土、非晶質沈降シリカ、オイルシェール並びに主として結晶質で
ない成分を有する高炉スラグが使用される。乾燥モルタル混合物中でのその割合は、好ま
しくは、乾燥モルタル混合物の全組成物を基準として５～５０質量％である。
【００３４】
　ｃ）更なる成分として、本発明による乾燥モルタル混合物は、アグリゲートを含有して
よく、該アグリゲートは、好ましくは、５ｍｍまでの平均粒径、好ましくは０．５～３ｍ
ｍの平均粒径、とりわけ有利には１．０～２．０ｍｍの平均粒径を有する骨材である。そ
れらの割合は、本発明に従って、好ましくは、乾燥モルタル混合物の全組成物を基準とし
て５～８５質量％であるべきである。
【００３５】
　本発明による乾燥モルタル混合物の上述のアグリゲート又はそれに充填材は、水系に僅
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は作用しない。
【００３６】
　無機充填材として適したアグリゲートは、例えば、珪砂、石灰石粉、白亜、大理石、粘
土、泥灰岩、酸化アルミニウム、滑石及び／又は重晶石であり、その際、ケイ酸塩砂、ケ
イ酸塩粉、石灰石粉、石灰石砕砂、白亜、苦灰石、菱苦土石の形態の炭酸塩及びそれらよ
り成る混合物が有利である。無機充填材は、有利には、軽量充填材、例えば、膨張ガラス
のようなガラス中空微小球として、並びに、パーライトのようなアルミノケイ酸塩及び膨
張粘土としても存在してよい。例えば無機質フォーム、軽石、発泡溶岩及び／又は膨潤バ
ーミキュライトのような天然ベースの軽量充填材も同様に有利である。本発明による有機
充填剤は、例えば、細片状の廃棄プラスチック、例えばポリ塩化ビニル、ポリスチレン、
ポリエチレン、ポリプロピレン又はメラミン樹脂より成るものである。ゴム粒子及びポリ
スチレン球は、有利な本発明による有機充填材である。
【００３７】
　ｄ）本発明は、分散剤成分（ａ）及び超吸収特性を有する化合物（ｂ）に関して、成分
中で（ａ）＋（ｂ）１：０．５～５である量比を規定する。
【００３８】
　本発明の更なる観点は、成分（ａ）＋（ｃ）、つまり、分散剤＋疎水化剤の組合せ物が
、０．２０質量％～０．８質量％の割合、有利には０．２５～０．４５質量％の割合、特
に有利には０．２５質量％～０．３５質量％の割合を有することである。上述の量割合は
、そのつど乾燥モルタル混合物の全組成物を基準とする。
【００３９】
　成分（ｂ）＋（ｃ）、つまり、超吸収特性を有する化合物と疎水化剤との組合せ物につ
いて、本発明は、０．３質量％～１．０質量％の有利な割合、とりわけ有利には０．３～
０．８質量％の割合、特に０．３５質量％～０．６質量％の割合を規定する。これらの上
述の割合は、そのつど乾燥モルタル混合物の全組成物を基準とする。
【００４０】
　最終的に、本発明はなお、成分（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）の組合せ物について、０．４質
量％～１．０質量％、有利には０．４～０．８質量％、とりわけ有利には０．５～０．７
質量％に達する割合を規定する。上述の量割合は、そのつど乾燥モルタル混合物の全組成
物を基準とする。
【００４１】
　本発明による特徴は、分散剤（ａ）に見られる。適した代表物質は、本発明によれば、
ポリエーテル側鎖を有する少なくとも１つの櫛形ポリマーを含有する一連の化合物から選
択される；しかし、ナフタレンスルホン酸塩ホルムアルデヒド縮合物系（"ＢＮＳ"）及び
メラミンスルホン酸塩ホルムアルデヒド縮合物系（"ＭＦＳ"）も考慮に入れられる。
【００４２】
　ポリエーテル側鎖を有する適した分岐櫛形ポリマーは、例えばＷＯ２００６／１３３９
３３Ａ２の中で定められている。
【００４３】
　これらのコポリマーは、２つのモノマー成分から成り、その際、第一のモノマー成分は
、オレフィン不飽和モノカルボン酸コモノマー又はそれらのエステル又は塩及び／又はオ
レフィン不飽和硫酸コモノマー又はそれらの塩であり、かつ、第二のモノマー成分は、一
般式（Ｉ）
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【化１】

であり、かつ、Ｒ2は、Ｈ又は炭素原子１～５個を有する脂肪族炭化水素基である；Ｒ3＝
非置換又は置換されたアリール基、有利にはフェニル及びＲ4＝Ｈ又は炭素原子１～２０
個を有する脂肪族炭化水素基、炭素原子５～８個を有する脂環式炭化水素基、炭素原子６
～１４個を有する置換されたアリール基又は

【化２】

［式中、Ｒ5及びＲ7は、それぞれアルキル基、アリール基、アラルキル基、又はアルカリ
ール基であり、かつ、Ｒ6は、アルキリデン基、アリーリデン基、アラルキリデン又はア
ルカリーリデン基である］のグループの代表例
及び
ｐ＝０、１、２、３又は４、
ｍ、ｎは、互いに無関係に、２、３、４又は５を意味し、
ｘ及びｙは、互いに無関係に、≦３５０の整数であり、かつ、ｚ＝０～２００］のコモノ
マーである。
【００４４】
　ＷＯ２００６／１３３９３３Ａ２の内容は、そこに記載されたコポリマーに関して、本
開示内容の実質的な部分である。
【００４５】
　特に、本発明は、コポリマーが、コモノマー成分１）を３０～９９モル％の割合で含有
し、かつ、コモノマー成分２）を７０～１モル％の割合で含有する配合物を含む。この組
成物中で特に好ましいと判明したのは、コモノマー成分１を４０～９０モル％の割合で含
有し、かつ、コモノマー成分２）を６０～１０モル％の割合で含有するコポリマーである
。
【００４６】
　コモノマー成分１）は、好ましくは、アクリル酸又はその塩であってよく、かつ、コモ
ノマー成分２）は、ｐ＝０又は１である場合、ビニル基又はアリル基、及び基Ｒ1として
ポリエーテルを含有する別形であってよい。
【００４７】
　さらに、本発明の枠内で好ましいと見なされるのは、コモノマー成分１）が、アクリル
酸、メタクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、アリルスルホン酸、ビニルスルホン酸及び
それらの適した塩並びにそれらのアルキルエステル又はヒドロキシアルキルエステルに由
来する場合である。
【００４８】
　それ以外に、コポリマーは、付加的な構造ユニットを共重合した形態で有してよく、こ
のことは本発明によって同様に考慮される。この場合、付加的な構造ユニットは、スチレ
ン、アクリルアミド及び／又は疎水性化合物であるべきであり、その際、エステル構造単
位、ポリプロピレンオキシド単位及びポリプロピレンオキシド／ポリエチレンオキシド単
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位が、とりわけ有利である。コポリマーａ）は、上述の付加的な構造ユニットを、５モル
％まで、有利には０．０５～３．０モル％、特に０．１～１．０モル％の割合で含有する
べきである。
【００４９】
　それ以外に、式（Ｉ）が、アリル基含有又はビニル基含有のポリエーテルである場合に
好ましい。
【００５０】
　スルホン酸基含有のｓ－トリアジン又はナフタレンホルムアルデヒド縮合生成物が従来
技術から同様に十分に公知であり、かつ、セメントをベースとする系、例えばコンクリー
ト用の流動化剤として頻繁に使用される。ナフタレンホルムアルデヒドスルホン酸塩（"
ＮＦＳ"）とも呼ばれるスルホン化されたβナフタレンホルムアルデヒド縮合生成物（"Ｂ
ＮＳ"）が、セメント粒子を静電反発力によって分散することができる。
【００５１】
　ＢＮＳ又はＮＦＳは、セメント粒子に高い分散性を付与することに特に適しており、そ
の際、フォーム形成が抑制され、かつ、保水性が高められる。これらの効果によって、水
硬性バインダー、例えばセメントを節約し、かつ、加工性を改善することが可能である。
【００５２】
　ＢＮＳの代表物質は、通常、芳香族スルホン酸、例えばナフタレンスルホン酸とホルム
アルデヒドとの常圧下における及び１００℃までの温度での縮合反応によって得られる。
ＢＮＣ化合物の製造は良く知られており、かつ、例えばＥＰ０２１４４１２及びＤＥ－Ｐ
Ｓ２００７６０３に記載される。
【００５３】
　ＢＮＳ縮合生成物は、通常、乾燥モルタル混合物に、バインダー成分を基準として０．
０１～６．０質量％の量で添加される。
【００５４】
　スルホン化されたメラミンホルムアルデヒド縮合生成物（"ＭＦＳ"）も同様に、水硬性
バインダーを含有する組成物、例えば乾燥モルタル混合物中の流動化剤として非常に良く
知られている。
【００５５】
　メラミンは、この関連においてｓ－トリアジンの代表物質である。ＭＦＳ樹脂は、建築
化学材料に良好な流動性を付与することができ、その際、バインダー成分を基準として０
．３～１．２質量％の量が有利であると見なされている。
【００５６】
　ＭＦＳ化合物と関連して、従来技術としてＤＥ１９６０９６１４Ａ１、ＤＥ４４１１７
９１Ａ１、ＥＰ００５９３５３Ａ１及びＤＥ１９５３８８２１Ａ１が参照される。
【００５７】
　本発明による分散剤成分（ａ）の更なる適した代表例は、（Ｉ）芳香族化合物又はヘテ
ロ芳香族化合物及びポリエーテル側鎖を有する少なくとも１つの構造単位及び（ＩＩ）芳
香族化合物又はヘテロ芳香族化合物を有する少なくとも１つのリン酸塩処理された構造単
位及び（ＩＩＩ）芳香族化合又はヘテロ芳香族化合物を有する少なくとも１つの構造単位
を含有する重縮合生成物に見出され、その際、構造単位（ＩＩ）と構造単位（ＩＩＩ）は
、構造単位（ＩＩ）のＯＰ（ＯＨ）2基が構造単位（ＩＩＩ）中でＨに置き換えられてい
ること、かつ、構造単位（ＩＩＩ）が構造単位（Ｉ）と違うということによってもっぱら
異なる。
【００５８】
　上述の全ての分散剤の代表物質は、個々に、或いはまた適した混合物として、本発明に
よる提案された乾燥モルタル混合物中に存在していてよい。
【００５９】
　ｅ）既に説明した通り、ＳＡＰとして公知の、かつ、水又は水性塩溶液により膨潤可能
な粉末状のコポリマーは、適したエチレン性不飽和ビニル化合物のラジカル重合及び得ら
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れたコポリマーの引き続く乾燥措置によって得られる、架橋された、高分子量のアニオン
性又はカチオン性いずれかの高分子電解質である。工業界においては、通常、単に超吸収
体とも呼ばれる。水又は水系と接触すると、膨潤及び吸水下でヒドロゲルが形成し、その
際、粉末状コポリマーの数倍の重さを吸収することができる。"ヒドロゲル"とは、親水性
の、一方で、架橋した水不溶性のポリマーをベースとする、三次元網目構造として存在す
る含水ゲルと理解される。粉末状の超吸収性コポリマーから吸水によって形成されたヒド
ロゲルは、建材混合物のレオロジー特性に悪影響を及ぼさないために、水に可溶性の成分
を可能な限り少量で有するべきである。本発明において、セメント含有水系に通常は存在
する高い塩濃度、特に高いカルシウムイオン濃度でも、高い吸水能力を有する超吸収体を
使用することが好ましい。
【００６０】
　同様に既に言及したように、本発明による粉末状のコポリマー（超吸収体）は、有利に
は、アニオン性又はカチオン性のいずれかの高分子電解質として存在し、かつ、実質的に
高分子両性電解質としては存在しない。高分子両性電解質とは、ポリマー鎖にカチオン電
荷もアニオン電荷も有する高分子電解質と理解される。つまり、最も有利なのは、純粋に
アニオン性質又はカチオン性質を持つコポリマーである。しかしながら、高分子電解質の
全電荷量の１０％まで、有利には５％未満までが、反対電荷の部分によって置き換えられ
ていてよい。これは、比較的小さいカチオン性部分を有する主としてアニオン性のコポリ
マーの場合のみならず、逆に比較的小さいアニオン性部分を有する主としてカチオン性コ
ポリマーの場合にも該当する。
【００６１】
　まず、アニオン性超吸収体コポリマーを記載する：
アニオン性構造単位として、一般式（ＩＩ）
【化３】

［式中、
Ｒ1は、同じであるか又は異なっており、かつ、水素及び／又はメチル基によって表され
、
Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4は、それぞれ同じであるか又は異なっており、かつ、互いに無関係に、そ
れぞれ水素、１～６個の炭素原子を有する脂肪族の分岐状又は非分岐状の炭化水素基及び
／又は６～１４個の炭素原子を有する芳香族炭化水素基によって表され、
Ｍは、同じであるか又は異なっており、かつ、水素、一価又は二価の金属カチオン及び／
又はアンモニウムイオンによって表され、
ａは、同じであるか又は異なっており、かつ、１／２及び／又は１によって表される］
に従ったスルホン酸基含有構造単位である。
【００６２】
　スルホン酸基含有モノマーは、カルボン酸基含有モノマーと比べて有利であり、それと
いうのも、該モノマーは、水性塩溶液中で、特にカルシウムイオンの存在下で、水をたく
さん吸収することができるより安定なヒドロゲルを形成するからである。特に、スルホン
酸基含有超吸収体は、この特性に関して、主としてカルボン酸基を含有する超吸収体、例
えば架橋された高分子量のポリアクリル酸をベースとする超吸収体より優れている。有利
には、一般式（ＩＩ）に相当するスルホン酸基含有構造単位は、モノマー種の２－アクリ



(14) JP 2013-510786 A 2013.3.28

10

20

30

40

50

ルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、２－メタクリルアミド－２－メタクリルアミ
ド－２－メチルプロパンスルホン酸、２－アクリルアミドブタンスルホン酸及び／又は２
－アクリルアミド－２，４，４－トリメチルペンタンスルホン酸の１つ又は複数、若しく
はそれぞれ上述の酸の塩から生じる。とりわけ有利なのは、２－アクリルアミド－２－メ
チルプロパンスルホン酸及びその塩化合物である。その際、酸の塩化合物に含まれるカチ
オンは、そのつど一価又は二価の金属カチオン、例えば、好ましくはナトリウムイオン、
カリウムイオン、カルシウムイオン又はマグネシウムイオンとして、又はアンモニア、第
一級、第二級又は第三級のＣ1～Ｃ20－アルキルアミン、Ｃ1～Ｃ20－アルカノールアミン
、Ｃ5～Ｃ8－シクロアルキルアミン及びＣ6～Ｃ14－アリールアミンから誘導されるアン
モニウムイオンとして存在してよい。アルキル基は、そのつど分岐状又は非分岐状であっ
てよい。相応するアミンの例は、メチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、エ
タノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、シクロヘキシルアミン、
ジシクロヘキシルアミン、フェニルアミン並びにジフェニルアミンである。有利なカチオ
ンは、アルカリ金属イオン及び／又はアンモニウムイオンであり、とりわけ有利なのはナ
トリウムイオンである。アニオン性の超吸収性コポリマー中には、スルホン酸基含有構造
単位が、１０～７０モル％で、有利には１５～６０モル％で、極めて有利には２０～５０
モル％で含まれている。
【００６３】
　アニオン性の超吸収性コポリマー中には、さらに、一般式（ＩＩＩ）：
【化４】

［式中、
Ｒ1は、前述の意味を有し、
Ｒ5及びＲ6は、それぞれ同じであるか又は異なっており、かつ、互いに無関係に、それぞ
れ水素、１～２０個の炭素原子を有する分岐状又は非分岐状の脂肪族炭化水素基及び／又
は５～８個の炭素原子を有する脂環式炭化水素基及び／又は６～１４個の炭素原子を有す
るアリール基によって表される］に従った（メタ）アクリルアミド基含有構造単位が含ま
れている。
【００６４】
　（メタ）アクリルアミド基含有構造体は、同じようにカチオン性超吸収性コポリマー中
にも含まれている。以下の説明は、アニオン性超吸収性コポリマーだけでなく、カチオン
性超吸収性コポリマーにも当てはめられる。例えば、構造単位は、モノマー種のアクリル
アミド、メタクリルアミド、Ｎ－メチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアク
リルアミド、Ｎ－エチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアクリルアミド、Ｎ－シクロ
ヘキシルアクリルアミド、Ｎ－ベンジルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピ
ルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリルアミド及び／又はＮ－ｔ－ブ
チルアクリルアミドから生じる。有利なのは、メチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル
アクリルアミド、及びメタクリルアミドであり、とりわけ有利なのは、アクリルアミドで
ある。アニオン性超吸収性コポリマー中及びカチオン性超吸収性コポリマー中でも、（メ
タ）アクリルアミド基含有構造単位が３０～９０モル％で、有利には４０～８５モル％で
、極めて有利には５０～８０モル％で含まれている。
【００６５】
　１個より多いラジカル重合可能なエチレン性不飽和ビニル基を有する、有利には水溶性
モノマー化合物から誘導されるアニオン性超吸収性コポリマーの構造単位は、更なる説明
では架橋モノマーと呼ぶ。それらは同じようにカチオン性超吸収性コポリマー中にも含ま
れている。架橋モノマーの以下の説明は、アニオン性超吸収性コポリマーだけでなく、カ
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チオン性超吸収性コポリマーにも当てはめられる。
【００６６】
　有利には、架橋モノマーに相応する構造単位は、次のモノマー種の１つ又は複数のもの
の重合から生じる：多価（メタ）アクリル官能性モノマー、例えば１，４－ブタンジオー
ルジ（メタ）アクリレート、１，３－ブチレングリコールジアクリレート、１，３－ブチ
レングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、ジエチレング
リコールジメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、エトキシル化ビスフ
ェノール－Ａ－ジアクリレート、エトキシル化ビスフェノール－Ａ－ジメタクリレート、
エチレングリコールジメタクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレー
ト、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アク
リレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコール
ジアクリレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジペンタエリトリ
トールペンタアクリレート、ペンタエリトリトールテトラアクリレート、ペンタエリトリ
トールトリアクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、シクロペ
ンタジエンジアクリレート、トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレートトリアク
リレート及び／又はトリス（２－ヒドロキシ）イソシアヌレートトリメタクリレート；相
応するカルボン酸を持つ１個より多いビニルエステル基若しくはアリルエステル基を有す
るモノマー、例えばポリカルボン酸のジビニルエステル、ポリカルボン酸のジアリルエス
テル、トリアリルテレフタレート、ジアリルマレエート、ジアリルフマレート、トリビニ
ルトリメリテート、ジビニルジアジペート及び／又はジアリルスクシネート；１個より多
い（メタ）アクリルアミド基を有するモノマー、例えばＮ，Ｎ'－メチレンビスアクリル
アミド及び／又はＮ，Ｎ'－メチレンビスメタクリルアミド及び１個より多いマレインイ
ミド基を有するモノマー、例えばヘキサメチレンビスマレインイミド；１個より多いビニ
ルエーテル基を有するモノマー、例えばエチレングリコールジビニルエーテル、トリエチ
レングリコールジビニルエーテル、ペンタエリトリトールトリアリルエーテル及び／又は
シクロヘキサンジオールジビニルエーテル。１個より多いアリル基、例えばトリアリルア
ミン及び／又はテトラアリルアンモニウム塩を有するアリルアミノ化合物又はアリルアン
モニウム化合物も使用されることができる。１個よりビニル芳香族基を有するモノマーの
群からは、ジビニルベンゼンが挙げられる。
【００６７】
　１個より多いエチレン性不飽和ビニル基を有する相応するモノマーが選択される場合、
有利には、これらが、水系で、特にセメント含有系において見込まれる高いｐＨ値にて加
水分解安定性を有するように注意される。建材混合物を混合すると、機械的な負荷が剪断
力として生じ、これは、高分子量の架橋されたポリマー系の場合に、結合の破壊を生む可
能性がある。この理由から、相応するメタクリル官能性架橋モノマーが、アクリル官能性
架橋モノマーに比べて有利であり、（メタ）アクリルアミド官能性モノマー及びアリルア
ミノ若しくはアリルエーテル官能性モノマーがとりわけ有利である。とりわけ有利な架橋
モノマーの例は、Ｎ，Ｎ'－メチレンビスアクリルアミド、Ｎ，Ｎ'－メチレンビスメタク
リルアミド、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルアミン及び／又はテトラアリルア
ンモニウム塩並びにペンタエリトリトールトリアリルエーテルであり、特に有利な架橋モ
ノマーは、Ｎ，Ｎ'－メチレンビスアクリルアミド、Ｎ，Ｎ'－メチレンビスメタクリルア
ミド、トリアリルイソシアヌレート及び／又はトリアリルアミン並びにペンタエリトリト
ールトリアリルエーテルである。そのつど架橋モノマーの１つ又は複数がコポリマー中に
存在していてよい。アニオン性及びカチオン性の超吸収性コポリマー中には、架橋モノマ
ーが０．０３～１モル％で、有利には０．０５～０．７モル％で含まれている。その際、
架橋モノマーの量は、少なくとも、可能な限り水不溶性のコポリマー若しくは少ない可溶
性部分若しくは少ない抽出可能な部分を有するコポリマーが得られるような量で選択され
るべきである。その際、当業者であれば、架橋モノマーの量は、日常試験を行うことによ
って簡単に決めることができる。架橋は、共重合反応の進行中に行われ、付加的に、共重
合反応に続けて、例えば"Ｆ．Ｂｕｃｈｈｏｌｚ，Ａ．Ｇｒａｈａｍ，Ｍｏｄｅｒｎ Ｓｕ
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ｐｅｒａｂｓｏｒｂｅｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｅｙ ＆ Ｓｏｎｓ Ｉ
ｎｃ．，１９８９，第５５頁～第６７頁"で超吸収体について記載されているような後架
橋が行われこともできる。
【００６８】
　前述の３つのタイプのアニオン性コポリマーの構造単位に加えてなお１～３０モル％で
、有利には親水性の更なる構造単位が含まれていてよい。これらは、好ましくは、中性又
はアニオン性の、エチレン性不飽和のモノマーに由来する。カチオン性モノマーには、ア
ニオン性コポリマー中での量割合に関する前述の制限が当てはめられ、すなわち、アニオ
ン電荷１０％まで、有利には５％未満がカチオン電荷で置き換えられることができる。中
性モノマーとして、例えばアクリロニトリル、メタクリロニトリル、ビニルピリジン、ビ
ニルアセテート及び／又はヒドロキシ基含有（メタ）アクリル酸エステル、例えばヒドロ
キシエチルアクリル酸、ヒドロキシプロピルアクリル酸及び／又はヒドロキシプロピルメ
タクリル酸が可能である。
【００６９】
　有利には、任意の構造単位は、エチレン性不飽和カルボン酸又はジカルボン酸又はジカ
ルボン酸又はそれらの無水物、例えばメタクリル酸、エタクリル酸、α－クロロアクリル
酸、α－シアノアクリル酸、β－メチルアクリル酸（クロトン酸）、α－フェニルアクリ
ル酸、β－アクリルオキシプロピオン酸、ソルビン酸、α－クロロソルビン酸、２'－メ
チルイソクロトン酸、ケイ皮酸、マレイン酸及び無水マレイン酸、ｐ－クロロケイ皮酸、
イタコン酸、シトラコン酸、メサコン酸、グルタコン酸、アコニット酸、フマル酸及び／
又はトリカルボキシエチレンの群から選択されるモノマーに由来する。とりわけ有利には
、更なる構造単位は、アクリル酸及びその塩及び／又はエチレン性不飽和スルホン酸モノ
マー及びそのつどその相応する塩、例えばビニルスルホン酸、アリルスルホン酸、スチレ
ンスルホン酸、スルホエチルアクリレート、スルホエチルメタクリレート、スルホプロピ
ルアクリレート、スルホプロピルメタクリレート及び／又は２－ヒドロキシ－３－メタク
リルオキシプロピルスルホン酸に由来する。
【００７０】
　以下では、カチオン性超吸収性コポリマーを説明する。カチオン性コポリマーにおいて
は、一般式（ＩＶ）に相応する、第四級窒素原子を有する構造単位は、有利には、［２－
（アクリロイルオキシ）－エチル］－トリメチルアンモニウム塩、［２－（メタクリロイ
ルオキシ）－エチル］－トリメチルアンモニウム塩、［３－（アクリロイルアミノ）－プ
ロピル］－トリメチルアンモニウム塩及び／又は［３－（メタクリロイルアミノ）－プロ
ピル］－トリメチルアンモニウム塩の群から選択された１つ又は複数のモノマー種の重合
から生じる：
【化５】

［式中、
Ｒ1は、上述の意味を有し、
Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10は、そのつど同じであるか又は異なっており、かつ、互いに無関係
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に、それぞれ水素、１～２０個の炭素原子を有する分岐状又は非分岐状の脂肪族炭化水素
基及び／又は５～８個の炭素原子を有する脂環式炭化水素基及び／又は６～１４個の炭素
原子を有するアリール基によって表され、
ｍは、同じであるか又は異なっており、かつ、１～６の整数によって表され、
Ｘは、同じであるか又は異なっており、かつ、酸素及び／又はＮ－Ｒ10によって表され、
Ｙ-

aは、同じであるか又は異なっており、かつ、ハロゲン化物、Ｃ1～Ｃ4－アルキルスル
フェート、Ｃ1～Ｃ4－アルキルスルホネート及び／又はスルフェートによって表され、
ａは、同じであるか又は異なっており、かつ、１／２及び／又は１によって表される］。
【００７１】
　上述の塩は、有利には、ハロゲン化物又はメトサルフェートとして存在する。とりわけ
有利なのは、［３－（アクリロイルアミノ）－プロピル］－トリメチルアンモニウム塩及
び／又は［３－（メタクリロイルアミノ）－プロピル］－トリメチルアンモニウム塩であ
る。特に有利なのは、［３－（アクリロイルアミノ）－プロピル］－トリメチルアンモニ
ウムクロリド（ＤＩＭＡＰＡ－Ｑｕａｔ）及び／又は［３－（メタクリロイルアミノ）－
プロピル］－トリメチルアンモニウムクロリド（ＭＡＰＴＡＣ）である。カチオン性の超
吸収性コポリマー中には、第四級窒素原子を有する一般式ＩＩＩの構造単位が、１０～７
０モル％で、有利には１５～６０モル％で、とりわけ有利には２０～５０モル％で含まれ
ている。
【００７２】
　アニオン性の超吸収性コポリマーと同じように、カチオン性の超吸収性コポリマーも、
一般式（ＩＩＩ）に従った同じ（メタ）アクリルアミド基含有構造単位を含有する。一般
式（ＩＩＩ）に従った構造単位は、前でアニオン性コポリマーの箇所で既に詳細に記載し
ていた；これをもって、この説明の内容を参照し、かつ、ここで該内容を組み込んだもの
とする。
【００７３】
　１個より多いラジカル重合可能なエチレン性不飽和ビニル基を有する（架橋モノマー）
、有利には水溶性モノマー化合物から誘導される構造単位も同様に、カチオン性のみなら
ずアニオン性の超吸収性ポリマー中に含まれている。この構造単位も同様に前でアニオン
性の超吸収性コポリマーの箇所で詳細に記載していた。これをもって、この記載内容を参
照し、かつ、ここで該内容を組み込んだものとする。
【００７４】
　前述の３つのタイプのカチオン性コポリマーの構造単位に加えてなお１～２０モル％で
、有利には親水性の更なる構造単位が含まれていてよい。これらは、好ましくは、中性又
はそれにカチオン性の、エチレン性不飽和のモノマーに由来する。アニオン性モノマーに
は、カチオン性コポリマー中での量割合に関する前述の制限が当てはめられ、すなわち、
カチオン電荷１０％まで、有利には５％未満がアニオン電荷で置き換えられることができ
る。中性モノマーとして、例えばアクリロニトリル、メタクリロニトリル、ビニルピリジ
ン、ビニルアセテート及び／又はヒドロキシ基含有（メタ）アクリル酸エステル、例えば
ヒドロキシエチルアクリル酸、ヒドロキシプロピルアクリル酸及び／又はヒドロキシプロ
ピルメタクリル酸が可能である。カチオン性モノマーとして、例えば、Ｎ，Ｎ'－ジメチ
ルジアリルアンモニウムクロリド及びＮ，Ｎ'－ジエチルジアリルアンモニウムクロリド
が適している。
【００７５】
　アニオン性の超吸収性コポリマーのとりわけ有利な実施形態において、２－アクリルア
ミド－２－メチルプロパンスルホン酸（構造単位Ｉに相当）２０～５０モル％、アクリル
アミド５０～８０モル％（構造単位ＩＩに相当）に由来する構造単位が含まれており、か
つ、架橋モノマーは、トリアリルアミン及び／又はＮ，Ｎ'－メチレンビスアクリルアミ
ド及び／又はペンタエリトリトールトリアリルエーテルである。カチオン性の超吸収性コ
ポリマーの同様にとりわけ有利な実施形態において、［３－（アクリロイルアミノ）－プ
ロピル］－トリメチルアンモニウムクロリド（式（ＩＶ）に相当）２０～５０モル％、ア
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クリルアミド（式（ＩＩＩ）に相当）５０～８０モル％に由来する構造単位が含まれてお
り、かつ、架橋モノマーは、トリアリルアミン及び／又はＮ，Ｎ'－メチレンビスアクリ
ルアミド及び／又はペンタエリトリトールトリアリルエーテルである。
【００７６】
　本発明によるアニオン性又はカチオン性の超吸収性コポリマーの製造は、自体公知の方
法で、それぞれの構造単位を形成するモノマーをラジカル重合によって結合させることに
よって行われることができる（アニオン性コポリマー：一般式（ＩＩ）、（ＩＩＩ）に従
った構造単位及び上記の架橋モノマー、任意に更なるアニオン性又は中性のモノマー；カ
チオン性コポリマー：一般式（ＶＩ）、（ＩＩＩ）に従った構造単位及び上記の架橋モノ
マー、任意に更なるカチオン性又は中性のモノマー）。
【００７７】
　酸として存在する全てのモノマーは、遊離酸として又はそれらの塩の形態で重合される
ことができる。加えて、酸の中和は、相応する塩基の添加によって、共重合後に行っても
よく、同様に、重合前の又は重合後の部分中和も可能である。モノマー若しくはコモノマ
ーの中和は、例えば、塩基の水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水
酸化マグネシウム及び／又はアンモニアを用いて行ってよい。同様に塩基として適してい
るのは、第一級、第二級又は第三級の、それぞれ分岐状又は非分岐状のアルキル基を有す
るＣ1～Ｃ20－アルキルアミン、Ｃ1～Ｃ20－アルカノールアミン、Ｃ5～Ｃ8－シクロアル
キルアミン及び／又はＣ6～Ｃ14－アリールアミンである。１つの塩基又は複数の塩基を
使用することができる。有利なのは、アルカリ金属水酸化物及び／又はアンモニアによる
中和であり、とりわけ有利なのは水酸化ナトリウムである。無機塩基又は有機塩基は、そ
れらが、そのつどの酸と比較的良好に水溶性塩を形成するように選択されるべきである。
【００７８】
　モノマーの共重合は、有利にはラジカル塊状重合、ラジカル溶液重合、ラジカルゲル重
合、ラジカル乳化重合、ラジカル分散重合又はラジカル懸濁重合によって行われる。本発
明による生成物は、親水性の、水の中で膨潤可能なコポリマーであるので、水相中での重
合、逆エマルジョン中での重合、若しくは逆懸濁液中での重合が有利である。とりわけ有
利な実施形態において、ゲル重合としての又は逆懸濁重合としての反応は有機溶媒中で行
われる。
【００７９】
　超吸収性ポリマーの共重合は、とりわけ有利な実施形態において断熱重合として実施す
ることができ、レドックス開始剤系を用いても光開始剤を用いても開始することができる
。それ以外に、双方の開始変形例の組合せも可能である。レドックス開始剤系は、少なく
とも２つの成分、有機若しくは無機の酸化剤と有機若しくは無機の還元剤から成る。その
際、過酸化物単位を有する化合物、例えば、無機過酸化物、例えばアルカリ金属過硫酸塩
及びアンモニウム過硫酸塩、アルカリ金属過リン酸塩及びアンモニウム過リン酸塩、過酸
化水素及びその塩（過酸化ナトリウム、過酸化バリウム）又は有機過酸化物、例えばベン
ゾイルペルオキシド、ブチルヒドロペルオキシド又は過酸、例えば過酢酸が使用される。
それに加えて、他の酸化剤、例えば、過マンガン酸カリウム、過マンガン酸ナトリウム及
び塩素酸カリウム、二クロム酸カリウム等も使用されることができる。還元剤として、硫
黄含有化合物、例えば亜硫酸、チオ硫酸塩、スルフィン酸、有機チオール（例えば、エチ
ルメルカプタン、２－ヒドロキシエタンチオール、２－メルカプトエチルアンモニウムク
ロリド、チオグリコール酸）その他も使用されることができる。それに加えて、アスコル
ビン酸及び低原子価金属塩が可能である［銅（Ｉ）；マンガン（ＩＩ）；鉄（ＩＩ）］。
リン化合物、例えば次亜リン酸ナトリウムも使用されることができる。
【００８０】
　光重合の場合、これは、光開始剤の分解を引き起こすＵＶ光を用いて開始される。光開
始剤として、例えば、ベンゾイン及びベンゾイン誘導体、例えばベンゾインエーテル、ベ
ンジル及びその誘導体、例えばベンジルケタール、アクリルジアゾニウム塩、アゾ開始剤
、例えば２，２'－アゾビス（イソブチロニトリル）、２，２'－アゾビス（２－アミジノ
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プロパン）ヒドロクロリド及び／又はアセトフェノン誘導体が使用されることができる。
【００８１】
　レドックス開始剤系での酸化成分及び還元成分の質量割合は、有利には、それぞれ０．
００００５～０．５質量％、とりわけ有利には、それぞれ０．００１～０．１質量％の範
囲にある。光開始剤について、この範囲は、有利には０．００１～０．１質量％、とりわ
け有利には０．００２質量％～０．０５質量％である。その際、酸化成分及び還元成分及
び光開始剤についての上述の質量％の値は、それぞれ共重合のために使用されるモノマー
の材料を基準としている。重合条件、特に開始剤量の選択は、可能な限り長鎖のポリマー
を作製する目的を持って行われる。ただし、架橋されたコポリマーの不溶性に基づき、分
子量は非常に測定がし難い。
【００８２】
　共重合は、有利には水溶液中で、有利には濃縮された水溶液中で、不連続的に重合容器
（バッチ処理）中で実施されるか、又は連続的にＵＳ－Ａ－４８５７６１０に記載の"連
続ベルト(endlosen Band)"法に従って実施される。更なる可能性は、連続的又は不連続的
に動かされる混練反応器中での重合である。処理は、通常、－２０～２０℃の温度、有利
には－１０～１０℃の温度で開始され、外側から熱を供給せずに雰囲気圧力で実施され、
その際、重合熱によって、モノマー含有量に依存する５０～１５０℃の最終温度が得られ
る。共重合の終了後、一般に、ゲルとして存在する重合体の微粉砕が行われる。微粉砕さ
れたゲルは、実験室規模で実施される場合、７０～１８０℃での、有利には８０～１５０
℃での循環空気乾燥庫内で乾燥される。工業的規模において、乾燥は、同じ温度範囲内で
連続的に行ってもよく、例えばベルト型乾燥機で又は流動層乾燥機中で行ってもよい。
【００８３】
　更なる有利な実施形態において、共重合は、有機溶媒中での水性モノマー相の逆懸濁重
合として行われる。この場合、有利には、水に溶解した、かつ、場合により中和されたモ
ノマー混合物は、有機溶媒（該溶媒に水性モノマー相は溶けないか又は溶け難い）の存在
下で重合されるように処理が行われる。好ましくは、モノマーを基準として０．０５質量
％～５質量％、有利には０．１質量％～３質量％の割合で使用される、油中水型エマルジ
ョン（Ｗ／Ｏ乳化剤）及び／又は低分子量－若しくは高分子量化合物をベースとする保護
コロイドの存在下で処理される。Ｗ／Ｏ乳化剤及び保護コロイドは、安定化剤とも呼ばれ
る通常の、逆懸濁重合技術において安定化剤として公知の化合物、例えばヒドロキシプロ
ピルセルロース、エチルセルロース、メチルセルロース、セルロースアセテートブチレー
ト混合エーテル、エチレンと酢酸ビニルのコポリマー、スチレンとブチルアクリレートの
コポリマー、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート、ポリオキシエチレンソルビ
タンラウレート若しくはポリオキシエチレンソルビタンステアレート並びにポリプロピレ
ン及び／又はエチレンオキシドのブロックコポリマーが使用されることができる。
【００８４】
　有機溶媒として、例えば、直鎖状脂肪族炭化水素、例えばｎ－ペンタン、ｎ－ヘキサン
、ｎ－ヘプタン、分岐状脂肪族炭化水素（イソパラフィン）、脂環式炭化水素、例えばシ
クロヘキサン及びデカリン、並びに芳香族炭化水素、例えばベンゼン、トルエン及びキシ
レンが用いられる。そのうえまた、アルコール、ケトン、カルボン酸エステル、ニトロ化
合物、ハロゲン化炭化水素、エーテル及び他の多くの有機溶剤が適している。有利なのは
、水と共沸混合物を形成する有機溶媒であり、とりわけ有利なのは、その際、共沸混合物
中で可能な限り高い水割合を有するものである。
【００８５】
　水膨潤可能なコポリマーは、まず膨潤した形態で、有機懸濁媒体中で微細な水性液滴と
して発生し、かつ、好ましくは水の除去によって、有機懸濁媒体中で球状の固体粒子とし
て分離される。懸濁媒体の分離除去及び乾燥後に、粉末状の固体が残留する。逆懸濁重合
は、公知の通り、重合条件の変更によって粉末の粒径分布を制御することができ、それに
より付加的な粒径分布を調整するための処理工程（粉砕プロセス）をたいてい場合に回避
することができるという利点を有する。
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【００８６】
　有利なのは、ｅｄａｎａ ４２０．２－０２の規格に則って測定された粒径分布が、そ
の９８％を超えてメッシュサイズ２００μｍの篩を通過し、とりわけ有利には９８質量％
を超えてメッシュサイズ１００μｍの篩を通過するように整えられているアニオン性の超
吸収性コポリマー及びカチオン性の超吸収性コポリマーである。極めて有利には、９８質
量％を超えてメッシュサイズ６３μｍの篩を通過する。
【００８７】
　粒径分布の調整は、コポリマーの乾燥に得られた生成物の粉砕によって行われることが
できる。大きな粒子は、水性建材混合物中で、既にもう視覚的に確かめられる不均一な領
域を引き起こし、そこでは超吸収体の膨潤から生じたヒドロゲルのみが存在する。また、
ヒドロゲルの分解のリスクが強まって存在することになり、更なる重要な特性、例えば強
度発生に悪い影響を及ぼす可能性がある。ユーザーから望まれていない後で増粘する可能
性も、大きな粒子の場合にはより高まる。例えば建材混合物を、タイル接着剤等を混合す
るために通常用いられるボール盤又は似たような混合機により攪拌させた場合に生じる強
い剪断力は、大きい粒径分布の場合には、より強い作用を及ぼし、かつ、ヒドロゲルの微
粉砕、ひいては増粘効果の要因である可溶性部分、若しくは抽出可能な部分の増大をもた
らす（後増粘効果）可能性がある。建材混合物の適切なコンシステンシーを調整すること
は、ユーザーにとって非常に難しい。剪断安定性に関する試験法とは、例えば、本発明に
よるタイル接着剤を水と攪拌し、次いでボール盤でなおさらに３０秒間攪拌することにあ
る。その後、有利には、スランプ（請求項１に記載したように算出）は、０．５ｃｍ分よ
り超えて変化しない。
【００８８】
　好ましい超吸収性コポリマーは、急激にその完全な吸水容量を水系で発揮する。同様に
、緩慢な吸水により、建材混合物から水がゆっくりと取り出されることによって、所望さ
れていない事後の増粘が生じる可能性がある。事後の増粘が存在しているか否かを調べる
ために、建材混合物に、例えばタイル接着剤、水を添加し、これを攪拌する。水の添加後
、有利には、３分目～１０分目の時間間隔においてスランプは０．５ｃｍ分より小さく変
化するべきである。
【００８９】
　アニオン性のみならずカチオン性の超吸収性コポリマーの有利な特性は、水系にそれが
不溶性であるか、若しくは、抽出可能な少ない割合のみを有するということである。抽出
可能な割合は、超吸収性ポリマーが、周りを取り囲む水性媒体中に拡散し得る割合である
。抽出可能な割合を測定するための方法は、以下に記載している。
【００９０】
　本発明による超吸収体の吸収容量の測定は、衛生業界において生まれたｅｄａｎａ ４
４０．２－０２の規格に則って、規則に変化を加えながら、すなわち、そこで試験液とし
て示される０．９パーセントの塩化ナトリウム溶液の代わりに１パーセントのギ酸カルシ
ウム溶液を用いて行われる。"ティーバッグ試験"とも呼ばれるこの方法は、定義された量
（約２００ｍｇ）の超吸収性ポリマーをティーバッグ内に密閉し、かつ、３０分のあいだ
１パーセントのギ酸溶液に浸漬させることにより行われる。引き続き、ティーバッグを５
分にわたって滴切りし、その重さを量る。超吸収性ポリマーを含まないティーバッグを、
空試験値として一緒に試験する。吸収容量の算出のために、以下の式を用いる：
　吸収容量＝（最終重量－空試験値－正味重量）／最終重量（ｇ／ｇ）
【００９１】
　超吸収性コポリマー抽出可能な割合の測定
　抽出可能な成分は、０．９パーセントの塩化ナトリウム溶液中での超吸収性コポリマー
の抽出と、引き続く全有機物含有量（ＴＯＣ測定）の測定によって決める。そのために、
超吸収性ポリマー１．０ｇを、０．９パーセントの塩化ナトリウム溶液１リットル中で６
時間放置し、引き続き濾過分離する。濾液のＴＯＣ含有量の測定後、超吸収性ポリマーの
公知の炭素含有量により抽出可能な割合を算出する。
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【００９２】
　抽出可能な割合は、そのつど超吸収体の質量を基準として、有利には１０質量％より小
さく、とりわけ有利には９質量％より小さく、特に有利には８質量％より小さい。
【００９３】
　水性塩溶液中及び、特に、カルシウムイオンを含有する溶液中でのアニオン性のみなら
ずカチオン性の超吸収体の吸収容量は、なかでも経済的な理由から可能な限り大きいこと
が有利である。ゲル重合の方法に従って製造されている生成物の場合、吸収容量は、有利
には１０ｇ／ｇより大きく、とりわけ有利には１５ｇ／ｇより大きく、特に有利には、該
吸収容量は２０ｇ／ｇより大きい。逆懸濁重合の方法に従って製造されている生成物の場
合、同じ方法に従って突き止められる吸収ようようは、有利には５ｇ／ｇより大きく、と
りわけ有利には１０ｇ／ｇより大きく、特に１５ｇ／ｇより大きい。アニオン性のみなら
ずカチオン性の超吸収性コポリマーも、乾燥混合物中に０．０２～２．０質量％で、有利
には０．１～１．５質量％で、とりわけ有利には０．２～１．０質量％で含まれている。
カチオン性の超吸収性コポリマーに比べて、アニオン性の超吸収性コポリマーが有利であ
る。
【００９４】
　一般的に、超吸収性特性を有する化合物、つまり、本発明に従った成分（ｂ）が、モノ
マー成分の２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸（"ＡＭＰＳ"）の割合を
含有する少なくとも１つの化合物であることが守られる。このモノマー成分の割合は、５
０モル％までであるべきであり、かつ、好ましくは５％～３０モル％である。
【００９５】
　特許請求される乾燥モルタル混合物の有利な変形例において、成分（ｂ）は、アニオン
特性及び／カチオン特性を有する超吸収性ポリマー（ＳＡＰ）である。
【００９６】
　成分（ｂ）に関して、特に強調される点は、それぞれ挙げた代表例が、会合性増粘特性
を有さないことである。
【００９７】
　ｆ）乾燥モルタル混合物自体に加えて、本発明は、なお該混合物の使用を特許請求する
。この場合、特にタイル接着剤、補修用モルタル、目地モルタル及び下塗りが大変重要で
ある。しかしながら、乾燥モルタル混合物を下塗りの構成成分として使用することも可能
である。そのうえ、複合断熱システム（"ＷＤＶＳ"）用の接着モルタル及び／又は補強用
モルタルとしての使用が考慮に入れられる。
【００９８】
　本発明による建材混合物の使用は、有利には、ＤＩＮ ＥＮ １２００４に従ったタイル
接着剤として、ＥＮ １３８８８に従ったシールスラリー、目地材として、ＥＮ １５０４
に従った補強用モルタルとして、ＥＮ ９９８－１に従ったサーフェーサー、下塗りとし
て、及びＥＮ １３４９９及びＥＮ １３５００に従った複合断熱システム（"ＷＤＶＳ"）
用の接着モルタル及び／又は補強用モルタルとして行われる。補強用モルタルとは、例え
ば、損傷したコンクリートを補修又は代用するためのモルタルと理解される。サーフェー
サーは、例えば、下地の加工を最終的に行って、平らな面（壁又は天井）を得るために用
いられる。複合断熱システムは、工場において製造された断熱材を用いて現場で使用され
る絶縁システムでえある。固定するために接着モルタルを使用する；機械的な固定（補強
）が成されるべきで場合、補強用モルタルとの用語が用いられる。
【００９９】
　全体として、調製された、しかし、まだ完全に硬化されていない状態で、ある一定の安
定性の要求が乾燥モルタル混合物に課せられている適用分野が適している。
【０１００】
　本発明の更なる観点は、補修用モルタル、目地モルタル、下塗り又は複合断熱システム
との関連における適用に際して、乾燥モルタル混合物が、成分（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）の
組合せを物を含有することにある。タイル接着としての適用の場合、乾燥モルタル混合物
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ずしも必要ではないが、しかし、必要とあれば当然の事ながら添加してよい。
【０１０１】
　原則的に、特許請求され記載された乾燥モルタル混合物は、特に屋外領域での適用に適
している。
【０１０２】
　特許請求された乾燥モルタル混合物の製造は、いかなる制限も受けない：
　本発明による乾燥モルタル混合物を水と混合することによって、使用準備が出来た建材
混合物が得られる。ユーザーは、分散剤成分ａ）と超吸収性コポリマーｂ）との本発明に
よる組合せに基づき、望み通りに、水の要求される量を調整することができる。そうでな
ければ、建材系の水の要求量は、乾燥混合物成分の種類及び量並びにそのつどの使用の要
求に応じて決定される。
【０１０３】
　以下の例は、本発明の利点を具体的に説明するものである。
【０１０４】
　第１の例　安定したタイル接着剤の例：
　安定したタイル接着剤（ポルトランドセメント３７質量％）
【表１】

【０１０５】
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【表２】

【０１０６】
【表３】
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【０１０７】
【表４】

【０１０８】
　成分ｂ）を、以下に従って製造した：
　アニオン性の超吸収性コポリマー：
　攪拌機及び温度計を備えた２ｌの三口フラスコ中に、水１６０ｇを装入し、引き続き連
続して２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸ナトリウム塩（水中で５０質
量％の溶液）３５２．５０ｇ（０．７４ミリモル、２８モル％）、アクリルアミド（水中
で５０質量％の溶液）２８６．４０ｇ（２．０モル、０．０８モル％）及びメチレンビス
アクリルアミド０．３ｇ（０．００２１モル、０．０８モル％）を添加した。２０％の水
酸化ナトリウム溶液でｐＨ７に調整し、そして窒素で３分間フラッシングした後に、約５
℃に冷却する。この溶液を、（ｂ・ｔ・ｈ）１５ｃｍ・１０ｃｍ・２０ｃｍの寸法を有す
るプラスチック容器中に移し替え、引き続き連続して１パーセントの２，２'－アゾビス
－（２－アミジノプロパン）－ジヒドロクロリド溶液１６ｇ、１パーセントのペルオキソ
二硫酸ナトリウム溶液２０ｇ、１パーセントのＲｏｎｇａｌｉｔ Ｃの溶液０．７ｇ、０
．１パーセントのｔ－ブチルヒドロペルオキシドの溶液１６．２ｇ及び０．１パーセント
の硫酸鉄（ＩＩ）－七水和物溶液２．５ｇを添加した。共重合を、ＵＶ光を照射すること
によって（２つのフィリップスチューブ；Ｃｌｅｏ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ４０Ｗ）開
始した。約２時間後、硬くなったゲルをプラスチック容器から取り出し、そして約５ｃｍ
のエッジ長さの立方体にはさみで切断する。この立方体のゲルを慣用のミートチョッパー
で細砕する前に、剥離剤Ｓｉｔｒｅｎ ５９５（ポリジメチルシロキサンエマルジョン；
Ｇｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔ社）を塗る。剥離剤は、１対２０の比において水で希釈したポリ
ジメチルシロキサンエマルジョンである。
【０１０９】
　得られたコポリマーのゲル粒質物を、均一に乾燥格子上に分配し、かつ、循環空気乾燥
庫内で約１２０～１４０℃にて恒量になるまで乾燥した。約３７５ｇの白色の硬質の粒質
物を得て、これを遠心粉砕機によって粉末の状態に変えた。このポリマー粉末の平均粒径
は３０μｍ～５０μｍであり、メッシュサイズ６３μｍの篩を通過しない粒子の割合は２
質量％より小さかった。
【０１１０】
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【表５】

【０１１１】
　要約：
　超吸収体と流動化剤の本発明による混合物１．３を用いて、コンクリート下地上での接
着引張強度を顕著に改善することができる。それ以外に、より良好な吸収挙動、より良好
な、かつ、延長された修正可能性、及びオープン時間を観察することができた。粘度は減
少し、それによって快適な加工特性が達成され、かつ、ツールへの粘着性を軽減させるこ
とができる。
【０１１２】
　第２の例　接着剤及び補強用モルタル：
　接着モルタル及び補強用モルタル（ポルトランドセメント２０質量％）
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【表６】

【０１１３】
【表７】

【０１１４】
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【表８】

【０１１５】
【表９】

【０１１６】
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【表１０】

【０１１７】
【表１１】

【０１１８】
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【表１２】

【０１１９】
　試験結果：
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【表１３】

【０１２０】
　要約：
　超吸収体と分散剤の組合せを有する本発明による混合物２．３及び２．６において、一
方では、分散粉末の量は半分にしていたにも関わらず、疎水性下地、例えばＥＰＳへの付
着が一定に保たれるか、若しくは僅かに改善されることができた。このことは、乾燥モル
タル製造元に費用の利点をもたらす。他方では、分散剤と超吸収体の組合せによって、水
がモルタルマトリックスに吸収される傾向が減少したことを確認することができる。これ
は、凍結融解の負荷が掛かっても高められた持続性を可能にし、並びに疎水化剤の割合を
減らすことができるようになる。
【０１２１】
　他の補う形の添加剤を添加せずに、分散粉末の添加量を単に減らしただけでは、乾燥モ
ルタルの特性の明らかな悪化につながる。この作用は、ＤＥ１０２００７０２７４７０及
び該文献中の比較例３及び４（タイル接着剤用）並びに６及び７（複合断熱システム用）
から読み取られる。ＤＥ１０２００７０２７４７０は、引き合いに出した比較例の開示内
容に関して、本発明に必須の構成の一部である。
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